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第１章 町田市の概要 

１ 町田市の概況 

 

(1) 地勢 

   町田市は、東京都の西南端、都心から西南 30㎞圏に位置し、市域の北側で八王子市、多摩市と 

  接しながら、神奈川県側に大きく突出した形状をしており、東から西に向かって、川崎市、横浜

市、大和市及び相模原市と接している。 

   市域内には、鉄道は小田急小田原線（鶴川駅、玉川学園前駅、町田駅）、JR横浜線（相原駅、 

  町田駅、成瀬駅）、東急田園都市線（つくし野駅、すずかけ台駅、南町田駅）、京王相模原線（多

摩境駅）が通り、それぞれ東京都心や横浜市の中心部と 30分～40分でつながっており、交通利

便性に恵まれている。 

   また、東名高速道路の横浜町田 IC、国道 16号線等があり、物流、交通の要衝を担っている。 

 

図表 1-1 町田市の位置 
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(2) 沿革 

   町田市は、鎌倉幕府と武蔵国府（現：府中市）をつないだ「鎌倉街道」、江戸と大山を結んだ参 

  詣道「大山街道」（現：国道 246号線）、幕末から明治中頃まで生糸産地であった甲州（現：山梨

県）や八王子市と横浜港を結んだ「絹の道」（現：町田街道）といった歴史ある道が交わる地であ

る。 

    1958年（昭和 33）年２月の市制施行当時の人口は 61,105人であったが、1958年に首都圏整備

法による市街地開発区域第１号に指定され、大規模団地の建設や土地区画整理事業等が行われた

ため、1960年代後半から 1970年代前半にかけて急激に人口が増加し、現在では 42 万人を超え、

首都圏の中核都市として発展している。 

 

(3) 人口及び面積 

   2017年１月現在の人口は 428,572人であり、八王子市に次ぐ規模となっている。これまで増加 

  傾向を示しているが、2020年をピークに減少に転じると推計されている。 

   人口構成は、市税収入の中心となる生産年齢人口（15歳から 64歳）の割合が低くなり、高齢

人口（65歳以上）の割合が高まっている。 

 

図表 1-2 町田市人口の推移と将来推計 

 

 

  市域は、東西 22.3㎞、南北 13.2㎞、面積は 71.80k㎡の広さで、八王子市、青梅市、あきる野

市に次ぐ広さとなっており、北側に多摩ニュータウン、南側に相模原の市街地が位置している。 
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(4) 現状の問題点・課題 

   1955年後半から 1965年代にかけて大規模団地の建設や土地区画整理事業等をはじめとする宅

地開発が行われたため、1960年代後半から 1970年代前半にかけて急激に人口が増加し、学校教

育施設を中心とした多くの公共施設や、道路や下水道等の都市インフラを整備した。 

   しかし、人口減少・少子高齢化による人口構造の変化に伴う税収入の減少と扶助費等の義務的

経費の増加による財源不足が年々深刻化しており、市民部が所管する施設においても、適正に維

持管理し、必要な公共サービスの向上を図るため、将来を見据えた対策が求められている。 

   当市と多摩 26市と比較した際、住民異動届出や証明書発行の機会は、日曜開庁やコンビニ交付

等により多様なライフスタイルにより多く対応できているが、施設数に比例しコスト（人件費・

運営費）が高く、コストを考慮した利便性の向上が求められている。 

   また、市民部施設全体の 2016年度施設利用率は 58.4％程度と低く、有効活用の観点からも利

用率の向上が求められている。 

   さらに、社会保障・税番号制度の実施により、個人番号の活用による行政事務の簡素化、所得

証明証等の発行減が予想されることから、行政窓口及び施設の貸し出しを行っている市民センタ

ー（６箇所）、証明書の発行窓口等を行っている連絡所（５箇所）、施設の貸し出し等を行ってい

るコミュニティセンター（８箇所）については、今後、サービス提供の在り方等の検討が求めら

れている。 

 

２ 関連する上位計画・構想・施策・取組 

現在では 42万人を超え、首都圏の中核都市として発展しているが、少子高齢化の進展、長期にわ 

たる景気の低迷、市民のライフスタイルや意識の変化等、町田市を取り巻く状況は大きく変化して

いる。 

このような状況の下、町田市が今後も発展し続けていくために、将来のあるべき姿を見据え、2012 

年度から 2021年度までの 10年間に、何を目標にどのようにまちづくりを進めていくのかを示す町

田基本計画「まちだ未来づくりプラン」（以下「まちだ未来づくりプラン」という。）とその前期実行

計画である「町田市新５カ年計画」を 2011年 11月に策定した。 

この中では、行政経営方針として行政経営上の課題と改革の方向性示し、施設の長寿命化やライフ

サイクルコストの縮減を含めた最適な維持管理・運営・活用をめざす姿を掲げている。 

2017年２月には、社会経済状況の変化や今後顕在化していく課題への対応を踏まえ、「町田市新５

カ年計画」を引き継ぐ後期実行計画として、「町田市５カ年計画１７－２１」を策定し、公共施設に

おける行政サービス改革の内容・スケジュールを示している。 

また、将来の町田を担う世代に負担を負わせることなく、施設を適正に維持管理することはもとよ 

り、新たな価値の付加や更なるサービスの向上を図り都市の魅力を高めていくため、町田市が保有

する公共施設の状況を客観的に把握・分析し、現状の課題等を明確にするとともに、公共施設等の総
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合的かつ計画的な管理を推進するための基本的な方針を示す「町田市公共施設等総合管理計画（基本

計画）」を 2016年３月に策定した。 

現在、「まちだ未来づくりプラン」に即し、施設再編を進めるに当たり基本となる考え方や機能毎

の方向性やスケジュールを示す実行計画である「公共施設再編計画」を策定中である。 

また、市民部では、「町田市５カ年計画１７－２１」の行政経営基本方針に基づく取組として、「行

政窓口及びコミュニティセンターのあり方の見直し」を掲げ、「町田市公共施設等総合管理計画（基

本計画）」に基づき施設が担うべき機能やサービスの在り方等について検討し、その配置も含め機能

の再編計画を策定することとしている。 

 

図表 1-3  町田市における計画体係 
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第２章 ICT利活用関連の取組状況 

 

１ 総務省等政府関連の動向 

現在、総務省では、地方創生、医療、教育等、社会の様々な分野での ICT※1利活用を促進するた

め、次のような施策を展開している。 
 

• IoT、データ活用 

多様な分野での IoT※2導入による生産性向上・利便性向上を実現するため、IoT機器・システ

ムを実証するための試験用設備を整備するなど、革新的な IoTサービスの創出を推進している。 

また、データを活用した新事業の創出等に向けオープンデータ※3の利活用推進等に取り組ん

でいる。 
 

• 医療・健康・介護 

超高齢社会に突入した我が国が抱える社会保障費の増大や生産年齢人口の減少等の課題を、

ICTを活用して解決するため、地域が保有する医療情報等を流通させる仕組みの確立・普及、情

報通信ネットワークやクラウド技術を活用した医療の安全性向上や業務効率化等の推進に取り

組んでいる。 
 

• 教育・人材 

教育分野においては、最先端の学習環境を実現するため、クラウド等を活用した、低コストで

利用可能な教育 ICTシステムの環境構築や若年層に対するプログラミング教育の推進に取り組

んでいる。  
 

• 地域活性化 

時間と場所に柔軟な働き方が可能となるテレワーク※4の普及と、地方への新しい人や仕事の

流れを作り出す「ふるさとテレワーク」の推進に取り組んでいる。 

 

ICT技術の進化がもたらす市民生活の変革に合わせ、市民への行政サービスの質と量も変化させる

ことが望まれる。多くの ICT技術の変化がある中で、本調査研究では、証明書発行など窓口業務への

影響が想定される直近の大きな変革として「マイナンバー制度導入推進」に注目し、調査を行った。 

 

(1) マイナンバーカード利活用の方向性 

総務省では、行政分野における ICT利活用に関連した取組として、マイナンバーカードを活用

した取組を推進している。 

                                                   

※1 Information and Communications Technology の頭文字を取ったものであり、情報・通信に関する技術の総称 

※2 建物、電化製品、自動車、医療機器等、パソコンやサーバーといったコンピューター以外の多種多様な「モノ」

がインターネットに接続され、相互に情報をやり取りすること 

※3 インターネット等を通じて誰でも自由に入手し、利用・再配布できるデータの総称 

※4 インターネット等の情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方。会社に行かずに、自宅

や近くにある会社の拠点等で仕事をすること 
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①マイナンバーカード利活用に係る取組の方向性 

総務省では、今後推進していくマイナンバーカード利活用に関連した各種取組の道筋について、

次のとおり示している。 

図表 2-1 マイナンバーカード利活用推進ロードマップ （1/2） 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 
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図表 2-1 マイナンバーカード利活用推進ロードマップ （2/2） 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 
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②マイナンバーカード利活用の将来像 

総務省では、マイナンバーカードを活用した各種サービスの今後の将来像について、次のとおり

示している。 

図表 2-2 マイナンバーカードを活用した利活用将来像 

 

（出所：総務省 HP 掲載資料） 

 

③マイナンバーカードを活用した取組 

マイナンバーカードを活用した利活用将来像で示した内容のうち、マイナンバーカードの行政サ

ービス及び民間サービスにおける利用、また、マイナポータル利便性向上に関する取組の概要につ

いて、総務省では、次のとおり示している。 
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図表 2-3 マイナンバーカードの行政サービスにおける利用 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 

図表 2-4 マイナポータルの利便性向上  

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 
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図表 2-5 マイナポータルの利便性向上  

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 

 

図表 2-6 マイナンバーカードの民間サービスにおける利用 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 
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図表 2-7 マイナンバーカードの民間サービスにおける利用 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 

 

図表 2-8 マイナンバーカードの民間サービスにおける利用 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード利活用推進ロードマップ） 
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２ 他自治体での取組 

(1) 他自治体における取組 

①マイナンバーカード推進のメリット 

マイナンバーカードを活用することによる利用者にとってのメリットは次のようなことが挙げ

られる。 

• 個人番号を証明する書類として使用することが可能 

• 公的な身分証明書として使用することが可能 

• 付加サービスを搭載した多目的カードとして使用することが可能 

• コンビニエンスストア等で行政上の各種証明書を取得することが可能 

• 各種行政手続きのオンライン申請に利用可能 

• 各種民間のオンライン取引・口座開設に利用可能 

図表 2-9 マイナンバーカードのメリット 

 

（出所：総務省 HP マイナンバー制度とマイナンバーカード） 

 

また、2017年 11月から開始されたマイナンバー制度の情報連携※5に伴い、例えば、介護保険の

保険料の減免申請等において、「住民票の写し」や「課税証明書」等の書類を省略することが可能と

なるなど、これまで行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することが可能となる。 

                                                   

※5 今まで行政分野における各種手続の際に、住民が行政機関等に提出していた書類（住民票の写し、課税証明書等）

を省略可能とするため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用い

た個人情報のやり取りを行うこと 
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図表 2-10 マイナンバー制度の情報連携に伴う省略可能な書類の例 

 

（出所：内閣府 HP マイナンバー制度における情報連携について）  
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②他自治体における取組 

マイナンバーカードの普及促進に関する取組状況として、2016年４月に多目的利用に関する調

査を行った結果、多くの自治体で多目的利用を実施していることが分かる。 

図表 2-11 マイナンバーカードの普及促進に関する取組状況 

 

（出所：総務省資料これまでの検討状況について） 

 

ここでは、全国の自治体で行っているマイナンバーカードの多目的利用及び取得促進に関連し

た取組を紹介する。 

図表 2-12 マイナンバーカードの多目的利用・取得促進に関連した取組一覧表 

 

都道府県 市

マイナンバーカードの電子証明
等による図書館利用

　マイナンバーカードのＩＣチップ領域に標準搭載されている電子証
明書を利用し、市民が図書館の窓口で利用登録を行うことにより、
マイナンバーカードを活用した図書の貸出サービスを可能とするも
のである。

マイナンバーカードの券面情報
による申請書自動作成サービス

通常、市の窓口へ提出する申請書等に記載することが必須である、
氏名、住所について、複数の手続を一度に行う市民にとって、繰り
返し同じ内容を記入することが負担となっていることから、マイナン

器内に一切の情報を残さない仕組みとし、市民の情報流出への不
安に配慮したものである。

2 群馬県 前橋市
母子健康情報サービスのマイナ
ンバーカードの活用

　自治体が保有する各種情報（妊婦検 診、乳幼児検診、予防接
種、健康診断に係る情報等）や、市内の病院（産婦人科、小児科
等）や学校からのお知らせ等、子どもに関わる様々な情報を、マイナ
ンバーカードを通じて集約・紐付けし、一元的にパソコン等で閲覧す
ることを可能とするものである。

3 宮崎県 都城市
カード普及促進のためのカード
利便性の向上

　国が構築する自治体ポイント管理クラウドを活用し、結婚や出産等
のライフイベント時や子ども子育てイベント等への参画時にポイント
を付与し、そのポイントを地域店舗等で利用できるようにすること
で、市民の市政への積極的な参画や地域経済の活性化を図るもの
である。

4 茨城県 五霞町
マイナンバー制度・カードを見て
もらう、知ってもらう、引きつける
取組

　マイナンバー制度開始前から庁内にプロジェクトチームを立ち上
げ、ワークショップを中心とした話し合いから生まれた「草の根ロー
ラー作戦」について、小規模自治体のメリットを活かした町民への周
知活動を展開している。

自治体名
取組名 概要

1 兵庫県 姫路市
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■多目的利用に関連した取組 

【事例１】 

取 組 名：マイナンバーカードの電子証明等による図書館利用及びマイナンバーカードの券面情報に

よる申請書自動作成サービス 

自治体名：兵庫県姫路市 

（目的） 

マイナンバーカードの多目的利用を推進し、カードを活用した行政サービスにおける市民の利便性

向上を図るため、マイナンバーカードを利用した図書館での図書貸出サービス及びマイナンバーカー

ドの券面情報による申請書自動作成サービスを開始した。 

（概要） 

マイナンバーカードを活用した図書館利用サービスについては、マイナンバーカードの ICチップ

領域に標準搭載されている電子証明書を利用し、市民が図書館の窓口で利用登録を行うことにより、

マイナンバーカードを活用した図書の貸出サービスを可能とするものである。また、マイナンバーカ

ードの券面情報による申請書自動作成サービスについては、通常、市の窓口へ提出する申請書等に記

載することが必須である、氏名、住所について、複数の手続を一度に行う市民にとって、繰り返し同

じ内容を記入することが負担となっていることから、マイナンバーカードの券面情報を活用して申請

書等への記入負担を軽減 機器内に一切の情報を残さない仕組みとし、市民の情報流出への不安に配

慮したものである。 

図表 2-13 マイナンバーカードを活用した図書館利用サービス及び申請書自動作成サービス(兵庫県姫路市) 

 

（出所：総務省資料マイナンバーカード取得促進のための先進事例集 2017 年 9 月 29 日） 
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【事例２】 

取 組 名：母子健康情報サービスのマイナンバーカードの活用 

自治体名：群馬県前橋市 

（目的） 

総務省と連携して取り組んできた ICTに関する様々な実証事業の中で、利用者からのニーズが特に

高かった、母子健康に係る情報をインターネットを通じて閲覧することを可能とする「母子健康情報

サービス」について、実導入に向けた運用試験としてサービスを開始した。 

（概要） 

自治体が保有する各種情報（妊婦検診、乳幼児検診、予防接種、健康診断に係る情報等）や、市 

内の病院（産婦人科、小児科等）や学校からのお知らせ等、子どもに関わる様々な情報を、マイナン

バーカードを通じて集約・紐付けし、一元的にパソコン等で閲覧することを可能とするものである。 

 

図表 2-14 マイナンバーカードを活用した母子健康情報サービス 

 

（出所：総務省資料  マイナンバーカード取得促進のための先進事例集 2017 年 9月 29 日） 

 

 

 

 

 

 

 



29 

■取得促進に関連した取組 

【事例１】 

取 組 名：カード普及促進のためのカード利便性の向上 

自治体名：宮崎県都城市 

（目的） 

自治体ポイント※6を利用し、全国の産品が購入できるポータルサイト利用への呼び水となること 

を期待し取組を行っている。 

（概要） 

  国が構築する自治体ポイント管理クラウドを活用し、結婚や出産等のライフイベント時や子ども 

子育てイベント等への参画時にポイントを付与し、そのポイントを地域店舗等で利用できるように 

することで、市民の市政への積極的な参画や地域経済の活性化を図るものである。 

 

図表 2-15 マイナンバー制度の推進及び制度・マイナンバーカードを知ってもらう取組(宮崎県都城市) 

 

（出所：総務省資料  マイナンバーカード取得促進のための先進事例集 2017 年 9 月 29 日） 

 

 

 

 

 

                                                   

※6 「1自治体ポイント＝1円分」として、地域の商店街での商品購入、公共施設の利用料、及びオンラインでの物

産の購入等に利用できるポイント 
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【事例２】 

取 組 名：マイナンバー制度・カードを見てもらう、知ってもらう、引きつける取組 

自治体名：茨城県五霞町 

（目的） 

 マイナンバー制度の周知及びマイナンバーカードの普及を一層促進し、住民の利便性向上を図るこ

とを目的に制度周知に係る各種取組を行っている。 

（概要） 

マイナンバー制度開始前から庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、ワークショップを中心とした

話し合いから生まれた「草の根ローラー作戦」について、小規模自治体のメリットを活かした町民へ

の周知活動を展開している。 

 

図表 2-16 マイナンバー制度周知に係る取組概要(茨城県五霞町) 

 

（出所：総務省資料 マイナンバーカードの普及促進・利活用について） 
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図表 2-17 マイナンバー制度の推進及び制度・マイナンバーカードを知ってもらう取組(茨城県五霞町)（1/2） 

 

 

図表 2-17 マイナンバー制度の推進及び制度・マイナンバーカードを知ってもらう取組(茨城県五霞町)（2/2） 

 

（出所：総務省資料  マイナンバーカード取得促進のための先進事例集 2017 年 9 月 29 日） 
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３ コンビニ連携等行政サービスの ICT利活用の動向 

(1) 証明書等のコンビニ交付サービス 

全国の自治体では、現在、コンビニエンスストア各社と連携し、マイナンバーカードを利用す

ることにより、住民票の写し等の証明書等をコンビニエンスストアで取得できるサービスを実施

している。当該サービスの概要については、次のとおりである。 

図表 2-18 コンビニ交付サービスの導入について 

 

（出所：総務省 HP マイナンバー制度とマイナンバーカード） 

(2) コンビニ交付サービスのメリット 

コンビニ交付サービスによるメリットについては次のようなものが挙げられる。 

• 市区町村窓口の閉庁時である早朝・深夜や土日祝日でも証明書を取得可能。 

• 居住地である市区町村に関わらず、最寄のコンビニエンスストアで証明書を取得可能。 

この他にも、自治体によっては、コンビニ交付による手数料を行政窓口による交付手数料より

減額している自治体もある。 

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付においては、申請時に電子証明書さえ登録してお

けば、手続きなしに、電子証明書の暗証番号のみで以下に掲載する証明書交付等が利用可能とな

る。 

【コンビニ連携等行政サービスにより取得可能な証明書】 

■居住地である市区町村で交付されている証明書 

• 住民票の写し 

• 住民票記載事項証明書 

• 印鑑登録証明書 

• 各種税証明書 
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■本籍地の市区町村で交付されている証明書 

• 戸籍証明書（全部事項証明書、個人事項証明書） 

• 戸籍の附票の写し 

 

(3) コンビニ連携等行政サービスの普及、導入自治体数 

2017年 12月１日時点で 462市区町村がコンビニ連携行政サービスを導入している。 

 

４ まとめ 

現在、全国各地で行政分野における ICT利活用の促進に関する取組が行われており、今後、行政サ

ービスにおける ICT利活用は一層進展することが予想される。 

現在、マイナンバーカードを活用した行政サービスのコンビニ連携により、証明書の発行等、一部

のサービスをコンビニエンスストアで受けることが可能であり、近い将来においては、証明発行等の

窓口サービスについて現在のように市役所等の窓口へ直接行かずに、マイナポータルをはじめとする

情報基盤を通じて申請等が可能になる。 

このように行政サービスにおける ICT利活用は今後も進み、将来的にその適用範囲は更に拡大して

いくことが予想され、また、今後の行政サービスにおける ICT利活用に関しては、マイナンバーカー

ドが大きな鍵になると考えられる。マイナンバーカードを活用した行政サービスの ICT利活用を促進

するためには、鍵となるマイナンバーカードの普及率を向上させなければならない。そのためには、

マイナンバーカードの認知度を上げる取組と併せて、カードを取得する事におけるインセンティブを

創出する取組が必要となる。 

町田市では、コンビニ交付の普及促進施策案として、コンビニエンスストアでの証明書発行に係る

手数料を通常の窓口手数料の約半額（2018年度から 2020年度までの特別措置）にする「手数料条例

の一部を改正する条例案」が 2017年 12月市議会で可決され、市民の利便性と満足度の向上を図る計

画が推進されている。 

本章では、マイキープラットフォーム等、全国の自治体におけるマイナンバーカード取得促進に関

する取組をいくつか紹介した。このような取組を推進しつつ、マイナンバーカードを利活用した行政

サービスの ICT化が進展することにより、今後、各申請等の行政サービスについては、市役所等へ赴

くことなく、在宅あるいは民間の施設において利用可能となることが考えられ、このような利用手段

が、市民にとって行政窓口サービスにおける主たる利用手段になることも十分考えられる。そして、 

このような市民ニーズの変化に伴い、今後、公共施設における行政窓口機能については、証明書発行

等が主要な業務である現在の体制から変化することが必要になる。このことを踏まえて、将来におけ

る公共施設における行政サービスの在り方について検討する必要があると考える。
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